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■策定目的
災害時の会員の安全を確保するため、都市再生安
全確保計画の想定被害、基本行動骨子を踏まえ、
実効的な行動マニュアルを策定する。

■策定のポイント
大規模災害が発生した際の御堂筋まちづくりネッ
トワークは、自主防災組織（共助組織）の役割を
果たし、以下の3点に取り組む。

■会員の被災の状況をいち早く区役所へ報告する。
■会員間で地域の被災情報を共有する。
■会員間で連携を図る。

■行動理念
行動マニュアルの責任の範囲については、各会員
企業等の善意の協力のもとに取り組むものであり、
何ら責任を負うものでない。

＜対象範囲と対象施設＞
共助組織は、御堂筋まちづく
りネットワークの活動エリア、
及び会員企業・団体のビルに
より構成します。

また共助の対象は、上記の企
業・団体の社員・来客を主と
し、後述するエリア外からの
退避流入者等も必要に応じて
含みます。

1. マニュアルの策定目的と行動理念
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【想定する災害】
＜安全確保計画での想定災害と被害想定＞

建物は耐震性が確保されており、倒壊等の被害は
なく、従業者等は各建物で退避することを想定

平日14時頃の一時退避者は約6,000人、
帰宅困難者は約1,900人と推計

内陸活断層型 南海トラフ型
上町断層帯
地震

東南海・南海
地震

南海トラフ
巨大地震

マグニチュード Ｍ7.5程度 Ｍ８級 Ｍ９級

発生確率
（30年内発生確率） ２～３％ ７０％ M8級に比べ

一桁以上低い

本地域での
想定震度 震度6強 震度5強 震度6弱

津波による被害 浸水可能性は無いと想定される

【被害想定】

＜マニュアルで想定しておく発災後の状況＞
御堂筋まちづくりネットワークの活動エリアの周囲
は高密な都心地区であり、四ツ橋筋付近・梅田付近
まで津波浸水が予測されており、エリア外からの退
避者の流入も視野に入れた共助行動を行います。

南海トラフ巨大地震による津波被害想定

公開空地等屋外の空地
（約8,700㎡）にて
一時退避

現状退避施設の確保がで
きておらず、今後の都市
開発事業等で確保する

2. 想定する災害と被害想定
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3. 災害時の行動体制

大規模災害時には、御堂筋まちづくりネットワークの会員が、相互に協力して情報の共有、
帰宅困難者対応を行うものとし、これらの行動の中心としての役割を『災害時情報連絡拠点』
が担います。

御堂筋まちづくりネットワーク
（災害時情報連絡拠点）

中央区
災害対策本部

＜設置・運営＞
正会員、特別会員、テナン
ト会員が相互に協力して災
害時情報連絡拠点を設置・
運営する
共助組織は、原則、御堂筋
まちづくりネットワーク活
動エリアに常駐している者
が行うものとする

＜役割・任務＞
情報の収集・整理
中央区への伝達・支援要請
中央区を通じた情報入手
会員間の情報共有
帰宅困難者等の誘導や場所
の調整
備蓄や救護の相互支援

関係機関等
東警察署
中央消防署
大阪ガス
関西電力
大阪市水道局
大阪メトロ
京阪電鉄 など



【拠点の設置時期】 大阪市域で震度６弱以上の地震が観測された場合、及び統括リーダーが必要と判断した場合

【拠点の設置場所】 統括リーダーの所属する会員施設内の会議室等

【拠点への招集】 統括リーダー・統括サブリーダーが拠点に集まるかどうかについては、情報伝達通信インフラ
の被災状況や、その時共助として必要な行動内容によって判断することとする

【組織・任務】 統括リーダーによる統括・指揮のもとエリアを３つに区分し、エリア毎にエリアリーダー・
エリアサブリーダーを置く
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4. 災害時情報連絡拠点の設置

災害時情報連絡拠点は、御堂筋まちづくりネットワークの『災害時のまとめ役』としての機能を
果たすもので、統括リーダー・統括サブリーダーの２名により運営します。

【レベル１体制】インターネット等が使える状況 【レベル２体制】インターネット等が使えない状況 約
1.5km

淀屋橋ｴﾘｱ

平野町ｴﾘｱ

本町ｴﾘｱ

会員 会員 会員 会員 会員

災害時情報連絡拠点
統括リーダー・統括サブリーダー（2名）

災害時情報連絡拠点
統括リーダー・統括サブリーダー（2名）

会員

平野町ｴﾘｱ

会員 会員会員

淀屋橋ｴﾘｱ

会員 会員 会員

本町ｴﾘｱ

会員 会員



会
員
名

連
絡
順
位

担当者・連絡先
特記事項

氏名 所属 TEL FAX 携帯
PHS Eメール その他

(衛星電話等)

Ａ

社

主 営業時間、開
館時間

夜間駐在者の
有無

その他災害時
の連絡等につ
いて、特記し
ておくべき事
項を記入

副

休
日

夜
間

Ｂ

社

主

副

休
日

夜
間

Ｃ

社

主

副

休
日

夜
間
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5. 災害時情報連絡拠点の体制

災害時の情報伝達・関係機関連携をスムーズに行うため、統括リーダー・統括サブリーダーを
選定し、各会員は防災担当者を選定し防災登録網に登録する。

＜御堂筋まちづくりネットワーク・防災連絡網＞

インターネット、電話
以外で登録可能な通信
手段がある場合は登録

・
・

社内・ビル内に常駐し、
内部の状況を把握でき
る人を2名登録

夜間・休日ビルに常駐し、
連絡を取り合える人を登録
（ビル管理会社等）

災害時情報連絡拠点

統括リーダー 大阪ガス株式会社

統括サブリーダー 株式会社竹中工務店

マニュアル体制スタート時から数年間



会
員
名

連
絡
順
位

担当者・連絡先
特記事項

氏名 所属 TEL FAX 携帯
PHS Eメール その他

(衛星電話等)

Ａ

社

主 営業時間、開
館時間

夜間駐在者の
有無

その他災害時
の連絡等につ
いて、特記し
ておくべき事
項を記入

副

休
日

夜
間

Ｂ

社

主

副

休
日

夜
間

Ｃ

社

主

副

休
日

夜
間
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5. 災害時情報連絡拠点の体制

スタート時の体制で訓練等を重ね、無線機等のインフラ整備を行う時点で、統括サブリーダーの追
加と、エリアリーダー・エリアサブリーダーの選定を行い、エリア別行動が可能な体制をつくる。

＜御堂筋まちづくりネットワーク・防災連絡網＞

毎年度更新

・
・

災害時情報連絡拠点

統括リーダー 大阪ガス株式会社

統括サブリーダー 株式会社竹中工務店

統括サブリーダー

マニュアル体制充実期

エリア

淀
屋
橋

エリアリーダー

エリアサブリーダー

平
野
町

エリアリーダー

エリアサブリーダー

本
町

エリアリーダー

エリアサブリーダー

※訓練等により習熟が進んだ段階で、持ち回り制に移行
する
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6. 災害時の行動ルール

災害時情報連絡拠点設置基準の災害が発生した場合、統括リーダー（又は統括サブリーダー）が
通信インフラの状況を確認し、行動体制を決定し、会員に伝達します。

（1）初動期の行動ルール【レベル１】

システムのＵＲＬ・パスワードを防災
連絡網登録者にメールにて発信します。

各ビルの防災連絡網登録者は、自ビル
の情報を収集し、システムに入力して
下さい。

【レベル１】 インターネット等が使用可の
場合の行動ルール

インターネットが利用できる環境の場合、これら
を利用して各社がビルの状況を拠点に伝達し、拠
点はこれらの情報を集約し会員間で共有します。

地震発生 ＜震度6弱以上＞

災害時情報共有システムの利用についての
一斉メール発信

初
動
期
（
発
災
後
半
日
目
安
）

通信インフラの状況確認統括リーダー
統括サブリーダー

情報集約・区役所等へ伝達

統括リーダー
統括サブリーダー

情報収集・システムに入力

統括リーダー
統括サブリーダー

各ビル
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災害時情報連絡拠点設置基準の災害が発生した場合、統括リーダー（又は統括サブリーダー）が
通信インフラの状況を確認し、行動体制を決定し、会員に伝達します。

（1）初動期の行動ルール【レベル２】

【レベル２】 インターネット等が使用できない
場合の行動ルール

情報通信インフラが途絶した環境下では、レベル
２体制を構築し、下記の無線機等により情報伝達
を行います。

災害時情報連絡拠点
統括リーダー・統括サブリーダー（2名）

会員

平野町ｴﾘｱ

会員 会員

淀屋橋ｴﾘｱ 本町ｴﾘｱ

会員 会員 会員会員 会員 会員

デジタル
簡易無線機等

通信距離に依存しない
MCA無線機等

6. 災害時の行動ルール

地震発生 ＜震度6弱以上＞

拠点設置
統括リーダーが設置を判断

拠点設営
・通信確保 ・電源確認
・ホワイトボード ・パソコン
・情報整理様式表 など

初
動
期
（
発
災
後
半
日
目
安
）

通信インフラの状況確認統括リーダー
統括サブリーダー

情報収集・共助行動

統括サブリーダー自動参集

統括リーダー
統括サブリーダー

統括リーダー
統括サブリーダー

各ビル
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（2）滞在期の行動ルール

発災後数時間が経過し、エリア内外の状況を把握でき、帰宅が困難と判断される場合、各ビルでの
滞在や帰宅困難者対応における助け合いや情報共有などを共助として行います。

御堂筋まちづくりネットワークの災害時共助行動のベース
は、“情報の収集と配信“であり、これを定期的に更新して
いく活動が基本となります。

その中で、支援が必要なビルに対する助けを行ったり、外
部との連携協力が必要な時にエリアとして協力したり、適
宜拠点を中心に判断・行動していきます。

＜滞在期に想定される共助行動＞

想定（例） 共助としての対応（例）

什器破損や水損等によりビル
内滞在が困難となった

拠点が各ビルの余剰スペース等を確
認し、会員各ビルが受入れる

滞在が長期化し、帰宅困難者
への備蓄提供が必要となった

各ビルの備蓄で余裕のあるものを提
供頂き、これを集約して配分する

中央区
災対本部

鉄道事業者
ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者

など

災害時
情報連絡
拠点

会員会社
（各ビル）

情報入手

情報配信
被災しビル外に
退避しました

ロビーに
スペース有
受入れます

＜一部破損＞

＜被災なし＞
公開空地

○○ホールで
退避者受入れ
しています！

帰宅困難者へ
情報提供

6. 災害時の行動ルール
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7. エリアの防災力向上に向けて

本マニュアルの策定に合わせて初期の体制を構築し、訓練やインフラ整備と連携して、段階的な
防災力の向上を目指します。

STEP１

体 制

統括リーダー・統括サブリーダー
の選定

関係機関等の連携（体制）構築

統括リーダーの追加、持ち回り制
へ移行

エリアリーダー・エリアサブリー
ダーの選定

インフラ

災害時情報共有システムの構築 災害時情報共有システムバージョン
アップ

無線機等通信機器導入

訓練等
マニュアルの周知・啓発
災害時情報共有システムの習熟
訓練

災害時情報共有システムによる情報
伝達訓練、災害時行動シミュレー
ション

レベル２状況下での情報伝達・行
動確認訓練

STEP２ STEP３

デジタル
簡易無線機等MCA無線機

デジタル
サイネージ

WEB
カメラ
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